
 

株式会社ウィルコムに対する買取決定等について 

 

 

２０１０年５月１３日 

株式会社企業再生支援機構 

 

 

株式会社企業再生支援機構（以下「機構」という。）は、２０１０年３月１２日に、

株式会社ウィルコム（以下「対象事業者」という。）について、株式会社企業再生支援

機構法（平成２１年法律第６３号。以下「機構法」という。）第２５条第４項に規定す

る支援決定を行っておりましたが、昨日までに、全ての関係金融機関等から、事業再生

計画に従って債権の管理又は処分をすることについて同意をいただきました。 

これを受けて、機構は、本日、現在東京地方裁判所に係属している対象事業者の会社

更生手続において、今後管財人より提出される更生計画案が可決され、更生計画認可決

定が確定することを前提として、機構法第３１条第１項に規定する債権買取り等をしな

い旨の決定を行いました。 

本件は、機構手続と会社更生手続を併用したスキームであるため、債権者である関係

金融機関等の負担額（債権の簿価－更生計画に基づく権利変更後の債権額）は、今後管

財人により提出される更生計画の認可によって確定することとなります（現時点では確

定しません。）。 
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